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別記様式（第４条関係）

会 議 録

会 議 の 名 称 第４回朝霞市新型コロナウイルス対策本部会議

開 催 日 時

午後３時００分から

令和２年２月２８日（金）

午後３時１４分まで

開 催 場 所 朝霞市役所別館３階 市長公室

出 席 者

富岡市長、關野副市長、三好教育長、神田市長公室長、村山危機管理監、上

野総務部長、宮村市民環境部長、三田福祉部長、麦田こども・健康部長、小

酒井都市建設部長、田中会計管理者、木村上下水道部長、木村議会事務局長、

二見学校教育部長、比留間生涯学習部長、渡辺監査委員事務局長

（事務局）＜健康づくり課＞金子課長、坂田課長補佐、奥野係長、礒部主任

（こども・健康部）神頭次長、田中参事

（危機管理室）毛利副審議監、又賀室長

（学校教育部）須田次長、野口参事

（シティ・プロモーション課）大高課長、比留間係長

会 議 内 容 （１） 各部署での取り組み状況について

会 議 資 料

・第４回朝霞市新型コロナウイルス対策本部会議次第

・小学校低学年や特別支援学級の児童の学校での預かりについて

・新型コロナウィルスに伴う放課後児童クラブの対応について

・大野元裕埼玉県知事からのメッセージ

会 議 録 の

作 成 方 針

□電磁的記録から文書に書き起こした全文記録

□電磁的記録から文書に書き起こした要点記録

■要点記録

□電磁的記録での保管（保存年限 年）

電磁的記録から文書に書き起こ

した場合の当該電磁的記録の保

存期間

□会議録の確認後消去

□会議録の確認後 か月

会議録の確認方法

そ の 他 の

必 要 事 項

審議内容（発言者、発言内容、審議経過、結論等）
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１ 開 会 （司会）坂田課長補佐

朝霞市新型コロナウィルス対策本部設置要綱第５条第１項により、会議を行う

ことを報告。

２ 議 題 富岡市長が本部長となり、議事進行を行った。

（１） 各部署での取組状況について 各部員より説明

（学校教育部）

校長会議を実施。卒業式については、実施希望のため、内容を再度検討した上で、中

学校は３月１３日に、小学校は３月２４日に実施予定。

小学校低学年や特別支援学級等の預かりについては、学童に入っていない子供につい

て学校で預かる。また、学童が立ち上がる水曜までの間は８時３０分から１５時の間、

１，２年生、特別支援学級の子供に関して学校で預かりをする。中学校、特別支援学級

の心配な子については、中学校で個別に対応する。

近隣の状況については、４市の内、和光市だけは３月２日も登校させ、３月３日から

年度末まで休校。戸田市は３月４日から休校。さいたま市は３月２日から３月１３日の

２週間のみ休校で１６日から再登校の予定。

（こども・健康部）

放課後児童クラブについては、社会福祉協議会、指定管理者と協議した結果、開所に

ついては３月４日からでないと１日保育が難しいため、３月２日、３日については教育

委員会と調整して学校で受け入れてもらうよう依頼する。また、３月４日からの１日開

所についても、指導員の確保が難しいので、学校の支援員の応援をお願いしたい。また、

朝と夕方の時間については市の職員の応援が必要なため、各部署においては、派遣の協

力をお願いしたい。

基本的には保育については各自、自宅待機の旨を通知。ただし、その中で保育が必要

な方については事前に放課後児童クラブに申請の上、保育を行う。

（総務部）

臨時休校中の職員の待遇については職免扱いする。それに伴い、マニュアルを改正し、

全庁に送付した。

（市民環境部）

市民会館、産業文化センター、市民センター、体育施設について、コロナウィルスに

よってイベントが中止等になった場合は、条例にあてはめて、使用料の返還に応じる。

また、理由がコロナウィルスであれば、日付を遡っての対応も行う。

（福祉部）

放課後等デイサービス事業については、県が直接各事業所に対応をお願いすることに

なっているが、市内の各事業所の対応状況を確認して、対応に漏れがないようにお願い

する。通所については障害児ではなく障害者なので、通常どおりサービスの提供をする。

（生涯学習部）

社会教育施設・体育施設について通常どおり開所する。このような状況のため、自主
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的に利用を控えるという申し出があった場合には還付をする。

（都市建設部）

朝霞の森プレーパークについては３月７日から連続開催の予定だったが、３月の開催

を中止する。また、和光のプレーパークも中止。４月以降の開催については決まり次第

お知らせする。

３ 閉 会


